
審 査 請 求 書

平成２３年４月１１日

法務大臣　　　　江田　五月　様
審査請求人　　　　宮部　龍彦

行政不服審査法の規定により、次の通り審査請求をします。

１ 審査請求人

氏名　　　　宮部　龍彦
年齢 ３２歳
住所 〒■■■－■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

電話 ■■■－■■■■－■■■■

２ 審査請求に係る処分

平成２３年３月１８日付保有個人情報部分開示決定（大阪法務局 庶第２１４号）

３ 審査請求に係る処分があったことを知った日

平成２３年３月２１日

４ 審査請求の趣旨

以下の採決を求める。

(1) 審査請求に係る処分のうち、「調査の結果得られた証拠を印刷した書面」

等、審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報を不開示

とした部分を取り消す。

５ 審査請求の理由

(1) 審査請求に到るまでの経過

ア 平成２２年２月１５日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取

ループ」に、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例に

対する批判と共に「大阪市内同和地区の概況」、地図「大阪市内の同和

地区（被差別部落）」及び「５０年のあゆみ」を掲載した。

イ 平成２２年２月２０日、同じく「鳥取ループ」に、「地区の所在地」
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及び「１０年のあゆみ」を掲載した。

ウ 平成２２年４月２１日、処分庁からブログ運営会社（ＦＣ２）に上記

の情報に対する削除要請があったと、ＦＣ２から審査請求人に連絡が

あった。

エ 平成２２年４月２１日、審査請求人は処分庁に電話をして削除要請を

拒否した。

オ 平成２３年１月１１日、処分庁に対して「インターネットサイト「鳥

取ループ」に対する削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和

地区に関するもの）」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出

した。

カ 平成２３年３月２１日、審査請求人は本件処分についての通知（添付

書類第２号）を受け取った。

キ 平成２３年３月３０日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け

取った。

(2) 審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報について

ア これらの情報は、審査請求人が大阪府の条例について論評するため

に、社団法人大阪市人権協会（旧大阪市同和事業促進協議会）の出版物

により公にされた情報を国立国会図書館で複写し、著作権法上認められ

る範囲で引用したものである。従って、開示ないしは公開しても処分庁

の事務事業に影響しない。

イ また平成２２年度（行個）答申第８１号（平成２２年１２月３日）に

より、同和地区一覧を模した文書について「当該情報を開示すると，そ

のような誤解を通じて，国民からの信頼を失い，その結果，人権擁護行

政事務に支障が生ずるとして，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当

するとした諮問庁の説明を認めることは困難であることから，当該部分
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は開示すべきである。」との判断が示されている。

６ 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）

の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

７ 添付書類

(1) 審査請求書副本　１通
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審査請求書


 


平成２３年４月１１日

		法務大臣		　　　　		江田　五月　様




		審査請求人		　　　　		宮部　龍彦




行政不服審査法の規定により、次の通り審査請求をします。


審査請求人


		氏名		　　　　		宮部　龍彦

		年齢				３２歳

		住所				〒■■■－■■■■

						■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

						■■■■■■■■■■■■■■

		電話				■■■－■■■■－■■■■




審査請求に係る処分


平成２３年３月１８日付保有個人情報部分開示決定（大阪法務局 庶第２１４号）

審査請求に係る処分があったことを知った日


平成２３年３月２１日

審査請求の趣旨


以下の採決を求める。


		
審査請求に係る処分のうち、「調査の結果得られた証拠を印刷した書面」等、審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報を不開示とした部分を取り消す。





審査請求の理由


		
審査請求に到るまでの経過




		
平成２２年２月１５日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取ループ」に、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例に対する批判と共に「大阪市内同和地区の概況」、地図「大阪市内の同和地区（被差別部落）」及び「５０年のあゆみ」を掲載した。


		
平成２２年２月２０日、同じく「鳥取ループ」に、「地区の所在地」及び「１０年のあゆみ」を掲載した。


		
平成２２年４月２１日、処分庁からブログ運営会社（ＦＣ２）に上記の情報に対する削除要請があったと、ＦＣ２から審査請求人に連絡があった。


		
平成２２年４月２１日、審査請求人は処分庁に電話をして削除要請を拒否した。


		
平成２３年１月１１日、処分庁に対して「インターネットサイト「鳥取ループ」に対する削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和地区に関するもの）」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出した。


		
平成２３年３月２１日、審査請求人は本件処分についての通知（添付書類第２号）を受け取った。


		
平成２３年３月３０日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け取った。





		
審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報について




		
これらの情報は、審査請求人が大阪府の条例について論評するために、社団法人大阪市人権協会（旧大阪市同和事業促進協議会）の出版物により公にされた情報を国立国会図書館で複写し、著作権法上認められる範囲で引用したものである。従って、開示ないしは公開しても処分庁の事務事業に影響しない。


		
また平成２２年度（行個）答申第８１号（平成２２年１２月３日）により、同和地区一覧を模した文書について「当該情報を開示すると，そのような誤解を通じて，国民からの信頼を失い，その結果，人権擁護行政事務に支障が生ずるとして，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当するとした諮問庁の説明を認めることは困難であることから，当該部分は開示すべきである。」との判断が示されている。






処分庁の教示の有無及びその内容


「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。


添付書類


		
審査請求書副本　１通







=審査請求書
[.ページ番号; ]
>;平成２３年４月１１日
:法務大臣:　　　　:江田　五月　様:
>:審査請求人:　　　　:宮部　龍彦:

行政不服審査法の規定により、次の通り審査請求をします。

===審査請求人
:氏名:　　　　:宮部　龍彦:
:年齢::３２歳:
:住所::〒■■■－■■■■:
:::■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:
:::■■■■■■■■■■■■■■:
:電話::■■■－■■■■－■■■■:

===審査請求に係る処分
;平成２３年３月１８日付保有個人情報部分開示決定（大阪法務局 庶第２１４号）

===審査請求に係る処分があったことを知った日
;平成２３年３月２１日

===審査請求の趣旨
以下の採決を求める。
**審査請求に係る処分のうち、「調査の結果得られた証拠を印刷した書面」等、審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報を不開示とした部分を取り消す。

===審査請求の理由
**審査請求に到るまでの経過
***平成２２年２月１５日、審査請求人が自身が運営するブログ「鳥取ループ」に、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例に対する批判と共に「大阪市内同和地区の概況」、地図「大阪市内の同和地区（被差別部落）」及び「５０年のあゆみ」を掲載した。
***平成２２年２月２０日、同じく「鳥取ループ」に、「地区の所在地」及び「１０年のあゆみ」を掲載した。
***平成２２年４月２１日、処分庁からブログ運営会社（ＦＣ２）に上記の情報に対する削除要請があったと、ＦＣ２から審査請求人に連絡があった。
***平成２２年４月２１日、審査請求人は処分庁に電話をして削除要請を拒否した。
***平成２３年１月１１日、処分庁に対して「インターネットサイト「鳥取ループ」に対する削除要請に係る人権侵犯事件記録（大阪市内の同和地区に関するもの）」を開示するよう、保有個人情報開示請求書を提出した。
***平成２３年３月２１日、審査請求人は本件処分についての通知（添付書類第２号）を受け取った。
***平成２３年３月３０日、審査請求人は部分開示された本件文書を受け取った。

**審査請求人により既にインターネットにより公開されている情報について
***これらの情報は、審査請求人が大阪府の条例について論評するために、社団法人大阪市人権協会（旧大阪市同和事業促進協議会）の出版物により公にされた情報を国立国会図書館で複写し、著作権法上認められる範囲で引用したものである。従って、開示ないしは公開しても処分庁の事務事業に影響しない。
***また平成２２年度（行個）答申第８１号（平成２２年１２月３日）により、同和地区一覧を模した文書について「当該情報を開示すると，そのような誤解を通じて，国民からの信頼を失い，その結果，人権擁護行政事務に支障が生ずるとして，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当するとした諮問庁の説明を認めることは困難であることから，当該部分は開示すべきである。」との判断が示されている。

===処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます」との教示があった。

===添付書類
**審査請求書副本　１通
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